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研究成果の概要（和文）：オーストラリアにおけるデジタルメディアを活用した外国にルーツを持つ若者や障害者への
支援活動の先進的事例に関するインタビュー調査の分析を踏まえて、外国籍若者や女性らが参加するデジタルメディア
・ワークショップをオーストラリアのコミュニティ・アーティストや福井県内のソーシャルワーカーらと共同で実施し
た。特にデジタル・ストーリーテリング(DST)の当事者による制作を通じて、当事者の自己肯定感が向上することがわ
かった。さらに上映会を通じて、社会的なマイノリティ当事者（外国人や知的障害者など）の暮らしや生活困難に対す
る理解が深まり、当事者とのつながりの構築へ効果があったことがわかった。

研究成果の概要（英文）：This study attempted to analyse the effectiveness of community arts through 
digital media production to promote social and community well-being of social minority communities such 
as migrants or people with disability. Through digital storytelling workshops with migrant youth and 
people with disability, in cooperation with artists in Australia and social workers in Fukui, Japan, 
participants could promote self-esteem and create community engagements with people in the community 
through showcase events for self-help groups and university students.

研究分野： ソーシャルワーク

キーワード： 移民　オーストラリア　デジタルメディア　デジタルストーリーテリング
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
1980 年代以降、我が国で増加するニュー

カマーと呼ばれるアジア諸国や南米からの
外国人の半数は永住者や日本人の配偶者で
あり、「生活者」として滞在の長期化、定住
化が進み、外国にルーツを持つ子どもや女性
も増加している。その後も、国際的な越境移
動と定住者は増加し、グローバル化の流れは
地方都市に置いても顕在化している。特に外
国人と日本人住民との日常的な「多文化共
生」の問題は、地域コミュニティの中で継続
的に発生している（石河 2012）。 
 しかし、社会資源の不十分な地方都市の滞
日外国人は、言語的文化的バリアによって地
域コミュニティとの交流の機会が制限され
ている。外国人の日常生活基盤としてのメデ
ィアや ICT（情報通信技術）利用度の高さが
示されている一方で、日本社会におけるメデ
ィアは外国人住民の文化的市民権を保障す
るような多言語化・多文化化は進んでいない。
外国人住民当事者も主流メディアでは外国
人住民のようなマイノリティが自らの声を
発信、共有する機会は制限されていると感じ
ている（岩渕 2011）。一方、外国にルーツを
持つ若者は、日本語をベースにしたメディア
や ICT の活用について親の世代と比較すれ
ば大きな問題がない場合が多い。しかし外国
にルーツを持つ若者にとって社会的経済的
な様々な生活問題のみならず、文化的なアイ
デンティティを中心とする社会的な承認の
問題は、第 1世代の外国人の親とのつながり、
地域コミュニティとのつながりに大きな影
響を与えている(Funaki 2011)。 
 本研究が注目するオーストラリアでは、
1970 年代より多文化主義の下で多言語化、
多民族化が進み、近年移民と主流オーストラ
リア人との日常的な衝突が発生し、若い世代
の移民・難民の社会的疎外が社会問題となっ
ている（塩原 2010）。そこで、移民や難民の
若者とその家族や地域コミュニティとのつ
ながり（エンゲージメント）の再構築および
社会関係資本の創出を目的として、移民コミ
ュニティ自身がアーティストや社会福祉専
門職の支援の下、デジタルメディア作品を創
出するコミュニティ・アートおよび文化開発
プロジェクトが各都市(シドニー、メルボルン
など)で実践され、移民定住支援に効果を表し
ている（Dreher 2010; Funaki 2011）。特に
当事者の語りをデジタル作品とするデジタ
ル・ストーリーテリング(以下、DST)は、移
民・難民のみならず、高齢者、障害者、女性
といった社会的に孤立しやすいマイノリテ
ィに声を上げる機会を与え、疎外されがちで
あった地域コミュニティとのエンゲージメ
ントの再構築に効果があるとされている
(Hartley and McWilliam 2009)。さらに DST
実践においては、外国人支援分野のみならず、
障害者の地域生活支援分野においても障害
者当事者の社会参加や社会包摂に効果があ
ることがオーストラリアや日本において先

進事例があることが分かった。 
 
２．研究の目的 
本研究者は、福井県内のソーシャルワーカ

ー、オーストラリアのコミュニティ・アーテ
ィストを共同研究者、研究協力者として迎え、
海外にルーツを持つ若者や女性および知的
障害者当事者が参加するデジタルメディア
ワークショップにおけるコミュニティ形成
のプロセスと地域コミュニティでの住民意
識の形成の効果について、調査・分析し、デ
ジタルメディアを活用した新たな多文化ソ
ーシャルワーク実践モデルを構築すること
を目的として本研究を実施した。 

 
３．研究の方法 
 平成 25年度(2013)は、文献調査に加えて、
2013 年 4月および 9月にオーストラリア・シ
ドニーにおいてデジタルメディアを活用し
た外国にルーツを持つ若者や障害者への支
援活動の先進的事例に関するインタビュー
調査を連携研究者（塩原氏、濱野氏）らと実
施し、デジタルメディア制作ワークショップ
の実践の課題や作品公開の方法等について
フィールド調査および聞き取りを実施した。
2013 年 8 月から 2014 年 3 月まで、越前市国
際交流協会との共催で、国内研究協力者とと
もに、海外にルーツを持つ若者による主体的
な映像メディア制作を目的とした「外国人若
者のための日本語パソコン学習会」を合計 11
回実施した。主にフィリピン、中国からの海
外にルーツを持つ若者と月１回のペースで
越前市においてワークショップ形式で実施
し、参加者に対するインタビュー調査を実施
した。 
 平成 26 年度(2014)は、2014 年 7 月にオー
ストラリア・シドニーにおいてデジタルメデ
ィアを活用した外国にルーツを持つ若者や
障害者への支援活動の先進的事例に関する
インタビュー調査の継続調査を実施した。
2014 年 9月には、我が国における DST 実践研
究の第一人者である小川明子先生（名古屋大
学）、土屋祐子先生（広島経済大学）を福井
県へ招聘し、ファシリテーター養成を目的と
した「支援者のための DST ワークショップ」
を実施し、その成果を元に、2015年1月には、
越前市国際交流協会の協力で、海外にルーツ
を持つ支援者による主体的な映像メディア
制作を目的とした「外国人支援者のための
DST ワークショップ」を実施し、参加者への
インタビュー調査・分析および参与観察を行
った。 
 平成 27 年度(2015)は、これまでの研究成
果の総括のために、オーストラリアでの追加
事例調査に加えて、国内外の研究者や実践者
との研究交流を通じて、新たな多文化ソーシ
ャルワークの実践モデルを開発に向けた取
り組みを行った。これまで３年間で制作して
きた主にDST作品を福祉や教育に関わる実践
者や社会福祉を学ぶ大学生に公開する上映



会を開催し、作品についての印象やデジタル
作品の活用の意義に関するアンケート調査
を実施し、その効果を検証した。 
 
４．研究成果 
平成 25 年度(2013)は、オーストラリアで

の文献調査及び事例調査の分析や、海外にル
ーツを持つ若者による主体的な映像メディ
ア制作を目的とした「外国人若者のための日
本語パソコン学習会」を実施した。内容は、
福井県内のソーシャルワーカー、外国人支援
者の協力を得て、iPad を使った大学生との交
流、越前市文化財や福井市歴史博物館への訪
問と DST 制作であった。また、同時期に、知
的障害を持つ当事者や知的障害者支援分野
の実践者を対象として、 DST 制作ワークショ
ップを開催し、知的障害者（主に自閉症スペ
クトラム）の地域生活支援分野においてもデ
ジタルメディア実践を応用する取り組みを
行った。 
 本研究ではワークショップ参加者に対す
るインタビュー調査および参与観察の結果
を分析した。移民定住支援における映像制作
の活用では、1)単にデジタルメディアの技術
を提供するプロセスでは不十分であること、
２）社会福祉士等の生活支援に関わる支援者
の協力を得て、外国人若者および家族の地域
生活におけるニーズの状況を把握し、実施形
式を柔軟に対応する必要性があること、３）
デジタルメディア（iPad などのタブレット端
末）の活用を通じて表現された地域生活ニー
ズ（学習、就職、人間関係等）にどのように
対応していくかという連携の意義の３点が
確認された。また、データの共有および討議
の手段として、SNS Facebook の非公開グルー
プ作成機能を活用し、参加メンバー限定の仮
想コミュニティを立ち上げた。 
 平成 26 年度(2014)は、国内先進事例の調
査として、2014 年 5 月に「第 12 回市民メデ
ィア全国交流集会 三河メディフェス 2014」
に参加し、日本国内で DST を障害者や外国人
若者といった社会的マイノリティへのメデ
ィア実践で活用している研究者から、福井で
の海外にルーツを持つ若者を対象とした「ダ
イバーシティデジタルメディア（DDM）プロ
ジェクト」への助言を得ることができた。
2014年8月には、大学生および研究協力者（ソ
ーシャルワーカー）１名に対して、映像アー
ティストを招聘し、デジタルメディア研修を
実施し、基本的なデジタルメディア技術（カ
メラ、ビデオ撮影、インタビュー撮影等）の
取得のトレーニングを実施した。 
 そして 11 月に国際シンポジウム「デジタ
ル・ストーリーテリングの可能性ーつながり
を構築するメディア実践の未来」に参加し、
イギリスのDSTメディア実践の第一人者であ
るカレン・ルイス氏（英国サウス・ウェール
ズ大学）や下村健一氏（慶応義塾大学）に続
いて、代表研究者舟木がダイバーシティデジ
タルメディア・プロジェクトについて報告し

た。 
 2015 年１月に実施した「外国人支援者のた
めの DST ワークショップ」では外国人参加者
らへのインタビュー調査を実施し、ワークシ
ョップ参加者が、自らの語りをデジタル化し、
共同作業の中で他者の語りを聴くことを通
して自己覚知を行うと同時に、それぞれの支
援の現場でファシリテーターとしてデジタ
ルメディアを活用する技術を取得できたこ
とが検証できた。ソーシャルワーク実践にお
ける DST の活用の課題としては、簡潔に完全
に結論付けるようなストーリーを基本とす
る西欧的な DST が「非西欧」社会である日本
における実践では地域社会において受容さ
れない可能性があるという倫理的な課題が
明らかになった。 
 平成 27 年度(2015)に実施した DST 上映会
参加者へのアンケート調査結果から、DST 作
品を鑑賞した参加者らは、上映会を通じて、
作品を制作した社会的なマイノリティ当事
者（外国人や知的障害者など）の暮らしや考
えていることに対する理解が深まり、当事者
とのつながりの構築へ効果があったことが
わかった。   
 また、オーストラリア訪問調査により明ら
かになった重要な点の１つが、デジタルメデ
ィアを活用したコミュニティアート・文化開
発とソーシャルワークの協働実践の可能性
である。オーストラリアのコミュニティアー
ト・文化開発は、アーティストやコミュニテ
ィ住民らが、アートやデジタルメディアを使
って自己表現し、個人や集団の文化的能力を
高めると同時に社会変革をめざす実践であ
り、人権や社会正義を基盤として社会変革を
めざすソーシャルワークのグローバル定義
と理念的に大きな重なりがあることが分か
った。このグローバル定義は、2014 年 7 月
に 14 年振りに国際ソーシャルワーカー連
盟によって改定されたものであり、特徴とし
て2点が挙げられる。1点目は、ソーシャルワ
ーカーが主導する個人への援助が定義から
削除され、社会的なマイノリティ当事者に
よる社会変革、社会開発、エンパワメント
をソーシャルワーカーが側面的に支援する
意義が強調されたことである。2 点目は、ソ
ーシャルワークの根源的価値として、社会正
義や人権に加えて、文化的な承認や文化的市
民権の確立を必要としている社会的マイノ
リティと主流社会との社会的結束を促進す
ることが定義されたことである。 
ソーシャルワーク理論研究においても、伝

統的な社会正義の言説である財の「配分の正
義」という経済的な支援に加えて、多様なマ
イノリティによるアイデンティティ、文化、
言語を尊重する「承認の正義」という文化的
な市民権の議論が必要であることが認識さ
れるようになっている （Funaki 2011; 児島 
2013）。ソーシャルワーク研究分野で、コミ
ュニティ文化開発、アート、デジタルメディ
アの活用についての研究は数少なく、今後の



学際的な共同研究の蓄積が待たれるところ
である。 
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